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キャッシュレス納付割合の推移１

1

キャッシュレス納付は、時代に合った納付手段や便利な機能を追加しており、ダイレクト納付とイン
ターネットバンキングを中心に、利用割合は年々増加している。

キャッシュレス納付割合の推移（平成30年度～令和６年度）



国税のキャッシュレス納付手段

ダイレクト納付

(e-Taxによる

振替納税)

・ e-Taxにより申告書等を提出した後、事前に指定した納税者ご自身名義の預貯金
口座（複数の預貯金口座が利用可能）から、即時又は納付日を指定して、口座引落
しにより納付することができます。

・ 地方税についても、ｅLTAXを利用して、事前に届出をした預貯金口座からの振
替により、簡単な操作で税金をダイレクト納付することができます。

インターネット

バンキング 等

・ 事前にe-Taxの利用開始手続を行うことで、インターネットバンキング等から納
付できます。

振 替 納 税

(個人の方のみ)

・ 事前に指定した納税者ご自身名義の預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に、
口座引落しにより納付することができます。

・ 申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方に便利です。

クレジット

カード納付

・ 事前の手続きなしで、パソコンやスマホから「国税クレジットカードお支払サイ
ト」へアクセスし、所定の項目を入力することで納付ができます。

スマホアプリ納付  ・ e-Taxからスマートフォン決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サ
イト」を経由し、納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続です。
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（1）ダイレクト納付（ｅ-Ｔａｘによる口座振替）

メリット デメリット

・引落日は、任意の日を設定や法定納期限の自動引落しが可

・電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了

・インターネットバンキング契約不要

・税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能

（納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくことが必要）

・手数料不要

・法人は書面での届出が必要

（届出から利用まで一月程度）

・稼働時間制約有

・e-Tax環境必須

➢ 納付機会が多い源泉所得税に推奨 ダイレクト納付とは、e-Tax（国税電子申告・納税
システム）により申告書等を提出した後、納税者ご自
身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、
口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続

を行った上、納税地を所轄する税務署へ、専用の届出
書を書面で提出していただく必要があります（個人の
方は、専用の届出書をオンラインで提出することもで
きます）。

１ e-Taxの利用開始手続
２ 納税用確認番号等の登録
３ ダイレクト納付利用届出書の提出

（法人は書面のみ・個人はオンライン可）
４ ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認

【事前準備】
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★詳しくは、国税庁
HP「ダイレクト納付
（ｅ-Ｔａｘによる口
座振替）」へ



（2）自動ダイレクト納付

【自動ダイレクトとは】
e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェッ

クを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。
自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。
なお、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。

メリット！

〇 申告データの送信と同時に納付設定可能

〇 口座を複数登録している場合、画面上で利用する口座を選択可能

（注）中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書を提出期限までに提出しない場合、別の方

法での納付が必須

利用するには法定申告期限内に申告
手続きを行う必要があります！

要注意！
期限後申告や修正申告の場合は、

自動ダイレクトの利用はできませ

ん。

申告手続後にメッセージボック

スに格納する受信通知（納付区分

番号通知）から申告手続を行った

当日に「今すぐに納付される方」

を選択してダイレクト納付を行っ

てください。

※ 書面申告した場合も、自動ダイレクト
の利用はできません。
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（3）予納ダイレクト

【ダイレクト納付を利用した予納の概要】

ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付す
ることが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納
付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、
登録した納付日に預貯金口座から振替により納付（予納）することが
できます。
納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均

等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付するこ
とができます。

【利用可能税目】

申告所得税及復興特別所得税・消費税

及地方消費税・法人税（地方法人税）・

贈与税
メリット！

【登録できる期間】

予納する国税の課税期間内

ポイント

★詳しくは、国税庁HP「計画
的な納税（資金の積立て）を
検討されている方（予納ダイ
レクト）」へ

〇 登録した納付日に、預貯金口座から引き落しされる

〇 定期的に均等額を納付する方法や、収入に応じて任意のタイミングで納付する方法など、

都合・事情に応じた計画的な納付が可能

5

３



（4）ダイレクト分納（既に納期限を経過している場合）
ポイント

【ダイレクト納付を利用した分割納付の概要】
通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの振替を指定

する必要がありますが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の
登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。
ただし、国税を納期限までに一括で納付することが困難であり、「ダイ

レクト分納」をご利用したい場合は、事前に、所轄の税務署又は国税局の
徴収担当職員と納付相談を行ってください。

ダイレクト分割納付の計画に

ついて、徴収担当職員と納付相

談を経ずに納付計画を登録した

場合は、滞納処分（財産の差押

え、公売等）を行うことがあり

ますのでご注意ください。

〇 登録した（複数の）納付日に、預貯金口座から引き落としされることにより、分割納付することができる

〇 事前に納付予定日をe-Taxのメッセージボックスにお知らせ（※）し、「うっかり納付を忘れてしまった…」

ということを防止することができる

メリット！

※ e-Taxにメールアドレスを登録すると、登録
したメールアドレスに通知される

★詳しくは、国税庁HP「国税を
納期限までに納付することが困
難な方（ダイレクト分納）」へ
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（5）ダイレクト納付（ｅ-Ｔａｘによる口座振替）の機能のまとめ
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利用するには法定申告期限内に

申告手続きを行う必要があります！

申告データの送信と同時に納付設定可能

例：期限内申告で使える機能

自動ダイレクト

予納 予納

予納ダイレクト⇒課税期間内利用可能

予納

ダイレクト分納

利用可能税目：
・申告所得税及復興特別所得税 ・消費税及地方消費税
・法人税（地方法人税） ・贈与税

事前に、所轄の税務署又は国税
局の徴収担当職員と納付相談

書面申告

e-Tax

例：期限後申告や修正申告（予納制度を利用した納付を含む。）で使える機能

予納ダイレクト

自動ダイレクト
ダイレクト分納⇒登録後12か月後まで

ダイレクト納付⇒申告書提出後に利用

予納ダイレクト⇒課税期間内利用可能

課税期間の初日

（申告データがない場合：納付情報登録依頼⇒）納付区分番号通知⇒ダイレクト納付利用可能

課税期間の末日 法定納期限

納付情報登録依頼⇒納付区分番号通知⇒ダイレクト納付利用可能

申告書提出
（納期限）

ダイレクト分納

e-Tax



※ 各画面は、会計ソフトで異なります。

３

③確認してクリック！

「申告された納付額について、自動ダイレクトによる引落を
行う」にチェックがあるため、法定納期限当日（法定納期限
当日に申告された場合は、法定納期限の翌営業日）に自動的
に口座引落しが行われます。よろしいですか？

※ 口座引落しの前日までに預貯金口座の残高をご確認くだ
さい。（口座引落しができなかった場合、延滞税がかかる可
能性があります）

※ 振替納税を利用されている方へ
自動ダイレクトにより納付された場合、振替日に口座引落

しは行いません。

操作方法

e-Taxで申告等データを送信する画面で、「自動ダイレクト」の項目が表示されますので、チェックボックスにチェッ

クを付けることで、自動ダイレクトの利用が可能となります。

※ チェックを付けると、自動ダイレクトが利用可能か、e-Taxで判定します。

● 納付区分番号通知を確認
自動ダイレクトが利用できる場合、e-
Taxに通知される「納付区分番号通
知」に「指定した期日に登録口座から
引き落としを行います。」と表示され
ます。

● 納付日に自動引落し
法定納期限当日（又は翌取引日※）に、
自動で口座から引き落とされます（操
作は不要）。
※法定納期限当日に申告した場合

● 納付完了通知
納付が完了したら、e-Taxに「ダイレ
クト納付完了通知」が通知されます。

送信まで終わったら
４

２

1

①チェックボックスに
チェック！

②送信をクリック！

本申告は自動ダイレクトの対象です。

以下の手続きを受付システムへ送信します。

自動ダイレクト

参考１：自動ダイレクト納付（ｅ-Ｔａｘによる口座振替）の操作方法
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参考２：源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー

体験は
こちらから！

e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作を用いて、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
及び報酬・料金等の所得税徴収高計算書について、作成・送信・キャッシュレス納付手続（ダイレ
クト納付・インターネットバンキング）の一連の流れを体験することができるツールです。
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参考３：予納ダイレクトと予納制度の違い

ダイレクト納付を利用した予納
（ｅ－Ｔａｘソフト（WEB 版））
の流れはこちら

ポイント

予納ダイレクトの場合はここをクリック 10

３

法定納期限が過ぎた修正申告や期限後申告に係る納付を
事前にする「予納制度」には「予納ダイレクト」を利用す
ることはできませんが、「ダイレクト納付」は利用できま
す。



参考４：書面申告でもダイレクト納付（ｅ-Ｔａｘによる口座振替）できます！

書面で申告する場合でも、ｅ－Taｘを利用してダイレクト納付をすることは可能です。
ただし、事前にいくつかの手続きが必要となります。
また、「自動ダイレクト」機能は利用できません。

【流れ】

１ ｅ-Taxの利用手続き
書面で申告する場合でも、電子納税のためにはｅ-Taxの利用者識別番号を取得する必要があります。

２ 「ダイレクト納付利用届出書」の提出
ダイレクト納付を利用したい預貯金口座について、税務署へ「ダイレクト納付利用届出書」を書面またはオンラ

イン（個人に限る。）で提出します。利用可能となるまでに、およそ１か月程度を要します（オンライン提出の場
合は、１週間程度。）。

３ ｅ-Taxで納付情報の登録（メッセージボックスから納付）
書面で提出した申告書データはｅ-Tax上には存在しないため、納付に必要な情報（税目、金額、

納期限など）を別途ｅ-Taxに登録（納付情報登録依頼）する必要があります。

４ ダイレクト納付の実行
e-Taxで納付情報データ（納付情報登録依頼）を作成・送信することで、受信通知（納付区分番号通知）

がメッセージボックスに格納されます。
この通知には利用可能な納付方法が表示されますので、こちらから電子納税の手続きを進めること

ができます。

納付情報登録依頼の作成・
送信方法はこちら
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インターネットバンキング等による納付

メリット デメリット

・e-Taxによる申告等をした後にメッセージボックス

から納付（登録方式）、自身で納付目的コードを作成

し納付（入力方式）が選択可能

・決済日を任意に設定可（操作した日）

・納付金額制限有

・稼働時間制約有

・e-Tax環境、インターネットバンキング契約必須

➢ 普段からインターネットバンキングを利用している
納税者に推奨

インターネットバンキング等からの納付手続と
は、インターネットバンキングやATM等により国
税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Tax（国

税電子申告・納税システム）の利用開始手続を
行っていただく必要があります。

12
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★詳しくは、国税庁HP
「インターネットバンキング等
からの納付手続」へ



参考１：入力方式の操作イメージ

【インターネットバンキングメニュー】

振込・振替

国際送金

税金・各種料金
 の払込み
 （ペイジー）

【収納機関番号入力画面】

収納機関番号

００２００

次へ

※ どの税務署に納付する場合でも同じ番号

【納付内容入力画面】

収納機関番号

納付番号

００２００

利用者識別番号（16桁）

確認番号

納税用確認番号（６桁）

納付区分

030450５0401

次へ

※ 納付区分は、令和６年３月決算
期法人税確定申告分を納付する場
合の例

【金額入力画面】

収納機関番号

払込先

００２００

納付番号

お名前

1,000,000

次へ

○○税務署

1234567890123456

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ○○○○ 様

払込内容

法人050401確定

払込金額

円

納付内容
の確認など
を行った上
で実行

納付完了！
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参考２：入力方式の留意事項

〇 「電子申告・納税等開始届出書」をオンライン提出する際などに設定する６桁の番号
〇 番号を失念した場合でも、ｅ-Taxソフト（WEB版）ログイン後のマイページから変更可能（既存番号は
入力不要）

《納税用確認番号について》

《納付区分について》

申告書や徴収高計算書を作成する部署と納付手続を行う部署が異なる場合でも、申告書や徴収高計算書の
e-Tax送信を前者の部署が行い、受信通知画面のメール送信等により後者の部署に連携することで、専用用紙
の納付書や徴収高計算書の作成を行うことなく、電子納税で納付を完了することも可能！

【活用例】

14
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①税目番号 ：申告所得税及復興特別所得税「320」、法人税「030」、地方法人税「040」、消費税及地方消費税「300」、復興
特別法人税「330」、申告所得税「020」

②申告区分コード：中間申告「３」、確定申告「４」、修正申告「５」、予納「８」、その他「９」など
※ 予納は、申告期限延長分の法人税等について、申告書提出前に納付する場合などに使用

③元号コード：平成「４」、令和「５」

①税目番号、②申告区分コード、③元号コード、④課税期間（自）により設定可能



振替納税

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座から
の口座引落しにより、国税を納付する手続です。
ご利用に当たっては、e-Taxにより依頼書を提出する

か、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用
の依頼書を書面で提出していただく必要があります。
（預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び
所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振

替納税が行われます。）

メリット デメリット

・e-Tax環境、インターネットバンキング契約不要

・納付金額制限無

・一度の届出で以降の納付手続が不要

（期日に自動引落）

・手数料不要

・振替利用開始届出の提出期限有

・引落日は国税庁が指定した期日に固定

・税目限定

➢ 所得税及び消費税を納付する
 個人事業者に推奨

15

５

★詳しくは、国税庁HP
「振替納税手続による納付」へ



クレジットカード納付

メリット デメリット

・稼働時間制約無（時間関係なし）

・決済日を任意に設定可（操作した日）

・e-Tax環境、インターネットバンキング契約不要

・納付金額制限有

・カード決済手数料必要

クレジットカード納付とは、インターネット上

でのクレジットカード支払の機能を利用して「国

税クレジットカードお支払サイト」を経由し、国

税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立

替払いを委託することにより、国税を納付する手

続です。

※ 「国税クレジットカードお支払サイト」は国

税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税

クレジットカード納付専用の外部サイトです。

16
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納付税額
決済手数料

（税込）

１円～10,000円 99円

10,001円～20,000円 198円

20,001円～30,000円 297円

30,001円～40,000円 396円

40,001円～50,000円 495円

以降も同様に10,000円を超えるごとに決済

手数料が加算されます。
お支払いいただく決済手数料については、

左記「国税クレジットカードお支払サイト」
において、シミュレーション計算が可能です
ので、ご活用ください。
なお、決済手数料は、国の収入になるもの

ではありません。

（注）納付税額に応じた決済手数料がかかります【国税クレジット
カードお支払サイト】



スマホアプリ納付

メリット デメリット

・稼働時間制約無（時間関係なし）

・決済日を任意に設定可（操作した日）

・インターネットバンキング契約不要

・手数料不要

・納付金額制限有（30万円以内）

・スマホアプリ必須（デフォルト値の変更必要）

スマホアプリ納付とは、e-Taxで申告等データを

送信した後などに、国税庁長官が指定した納付受託

者（GMOペイメントゲートウェイ株式会社）が運

営するスマートフォン決済専用のWebサイト（国税

スマートフォン決済専用サイト）から、 「○○Ｐａ

ｙ」といったスマホ決済アプリを使用して納付する

方法です。申告税額等が３０万円を超える場合はご

利用になれません。

17
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【ご利用可能なPay払い】

★詳しくは、国税庁HP
「スマホアプリ納付の手続」へ



各種キャッシュレス納付概要一覧表
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（参考情報） e-Taxに関する質問と地方税ポータルシステム

地方税ポータルシステム（eLTAX）個人住民税（特別徴収分）

eLTAXで個人住民税（特別徴収分）をキャッシュレスで納付することができま

す。

詳しくは
こちら

個人住民税（特別徴収分）もキャッシュレス納付が便利です！

e-Taxの事前準備、送信方法、エラ－解消などについて

①「よくある質問Q＆A」で解決

e-Taxのご利用に当たって、皆様から寄せられた質問をe-Taxホームページに掲
載しています。
パソコン等の推奨環境、e-Taxソフトの操作に関するご不明な点など、e-Tax全

般に関する質問につきまして、まず、こちらをご覧ください。

詳しくは
こちら

 

②「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」で解決

e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、
エラー解消などの使い方に関するお問い合わせに電話で対応する専門窓口(税務相
談等を除く。)として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しております。 詳しくは

こちら

0570-01-5901
 

月曜日～金曜日 9時から17時
※休祝日及び12月29日～1月3日を除く。

ナビダイヤル
（全国一律の通話料金）

（eLTAXホームページ） 19



（参考情報（1））地方税（eLTAX）の納付手段

地方税共通納税シス
テムから納付情報をイン
ターネットバンキングに引
継ぎ納付する方式

クレジットカードの
情報を入力して納
付する方式

情報リンク方式

クレジットカード方式

eL-QRを各種スマホ
決済アプリ等で読み
取って納付する方式

API方式

ダイレクト納付

パソコンから、即時又は納付日を指定して、口座引落により納付する方法

①口座情報仮登録

②口座振替
依頼書印刷

③口座振替依頼書送付
（初回のみ）

④eLTAXで納付手続

⑤口座引落しで納付

（注） 地方税納付代行とは別の手続きです。

★ 地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書は金融機関に郵送

B市A県

【参考】
オンライン方式：納税者が、金融機関のATMやインターネットバンキングに直接、ペイジーのキー情報を入力して納付する方式
一括伝送方式：納税者が、金融機関の窓口に直接、納付書を持ち込み納付する方式

詳しくはこちら 
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（参考情報（2））地方税（eLTAX）の納付手段

地方税共通納税シス
テムから納付情報をイン
ターネットバンキングに引
継ぎ納付する方式

クレジットカードの
情報を入力して納
付する方式

情報リンク方式

クレジットカード方式

eL-QRを各種スマホ
決済アプリ等で読み
取って納付する方式

API方式

ダイレクト納付

パソコンから、即時又は納付日を指定して、口座引落により納付する方法

①口座情報仮登録

②口座振替
依頼書印刷

③口座振替依頼書送付
（初回のみ）

④eLTAXで納付手続

⑤口座引落しで納付

（注） 地方税納付代行とは別の手続きです。

★ 地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書は金融機関に郵送

B市A県

【参考】
オンライン方式：納税者が、金融機関のATMやインターネットバンキングに直接、ペイジーのキー情報を入力して納付する方式
一括伝送方式：納税者が、金融機関の窓口に直接、納付書を持ち込み納付する方式

詳しくはこちら 
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